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派遣元事業主に対する

労働者派遣事業停止命令及び労働者派遣事業改善命令について

香川労働局（局長：谷川 隆一）は、下記のとおり、労働者派遣事業の適正な運営の確保

及び派遣労働者の保護等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）に基づき、特定労働

者派遣事業を営む派遣元事業主に対して、本日、同法第 21 条第 2項に基づく労働者派遣

事業停止命令及び同法第 49 条第 1項に基づく労働者派遣事業改善命令を行った。

当該派遣元事業主は、厚生労働大臣の許可を受けずに一般労働者派遣事業を行い、請

負と称して労働者派遣を行ったほか、法第 50 条に基づく報告命令に従わなかったこと。

記

第１ 被処分特定派遣元事業主

名 称 株式会社 トラスト・ジャパン

代表者の職氏名 代表取締役 松浦 達也（まつうら たつや）

所 在 地 香川県高松市檀紙町 1648－8

届出に関する事項 届出受理番号 特３７－３００４０３

届出受理年月日 平成２３年６月３０日

※旧 許可番号 般３７－３０００７５

許可期間 平成２０年７月１日

～平成２３年６月３０日

第２ 処分内容

（１）労働者派遣法第 21 条第 2項に基づく労働者派遣事業停止命令

（労働者派遣事業停止命令の内容は第 4のとおり）

（２）労働者派遣法第 49 条第 1項に基づく労働者派遣事業改善命令

（労働者派遣事業改善命令の内容は第 5のとおり）

香川労働局職業安定部需給調整事業室

室 長 大山 哲也

需給調整指導官 川井 泰昌
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第３ 処分理由

株式会社トラスト・ジャパンは、平成２３年７月１日から平成２５年１１月３０日の間、労

働者派遣法第 5 条第 1 項に違反して、厚生労働大臣の許可を受けずに、少なくとも派

遣労働者延べ 1,132 人を労働者派遣することによって、一般労働者派遣事業を行って

いたこと。また、請負と称して労働者派遣を少なくとも延べ 3,464 人行っていたほか、労

働者派遣法第 50 条による報告命令に対して必要な報告を行わなかったこと。

第４ 労働者派遣事業停止命令の内容

平成２６年３月２８日から同年６月２７日までの３か月間、労働者派遣事業を停止する

こと。

第５ 労働者派遣事業改善命令の内容

１ 平成２３年７月１日から平成２６年３月２６日までに行った全ての労働者派遣事業及び

同期間に行われた全ての請負により行われたとされる事業並びに平成２６年３月２７日

において契約締結済み等により今後実施されることが予定される全ての同事業を対象

として、労働者派遣法及び職業安定法に則って行われているか総点検を行い、これに

係る違反があった場合には、労働者の雇用の安定を図るための措置を講ずることを前

提に速やかに是正すること。

なお、総点検に当たっては、特に次の法条項について、重点的に点検すること。

（１） 労働者派遣法第 5条第 1項（許可なく一般労働者派遣事業を行わないこと）

（２） 労働者派遣法第 19 条第 1項（事業所名称、所在地の変更を届出ること）

（３） 労働者派遣法第 24 条の 3（個人情報を本人の許可なく派遣先に提供しないこと）

（４） 労働者派遣法第 26 条第 1項（労働者派遣契約を適正に締結すること）

（５） 労働者派遣法第 26 条第 4項（派遣先に対して届出番号を明示すること）

（６） 労働者派遣法第 26 条第 6 項（抵触日の通知なしで労働者派遣契約を締結しないこ

と）

（７） 労働者派遣法第 31 条第 1項（適正な派遣就業を確保すること）

（８） 労働者派遣法第 32 条第 2項（派遣労働者であることを明示すること）

（９） 労働者派遣法第 34 条第 1項（労働者派遣に係る就業条件を明示すること）

（10）労働者派遣法第 34 条第 2項（派遣労働者に対し抵触日を通知すること）

（11）労働者派遣法第 34 条の 2（労働者派遣に関する料金の額を明示すること）

（12）労働者派遣法第 35 条（派遣先に対し派遣通知を行うこと）

（13）労働者派遣法第 35 条の 2 第 1 項（抵触日以降継続して労働者派遣を行わないこ

と）

（14）労働者派遣法第 35 条の 2第 2項（派遣停止通知を行うこと）

（15）労働者派遣法第 35 条の 3（日雇派遣を行わないこと）

（16）労働者派遣法第 37 条第 1項（派遣元管理台帳を作成すること）

（17）労働者派遣法第 37 条第 2項（派遣元管理台帳を保管すること）

２ 上記の「処分理由」に係る労働者派遣法違反について、その発生の経過を明らかにし

た上で原因を究明し、再発防止のための措置を講ずること。

３ 労働者派遣法、職業安定法等労働に関する法律の規定に違反することのないよう、

派遣元事業主の責任において、全社にわたり確実な方法により、法令等労働者派遣制

度の理解の徹底を図るとともに遵法体制の整備を図ること。



（概 要）

一般労働者事業の許可期間 特定労働者派遣事業

（平成 20 年 7 月 1 日 （平成 23 年 6 月 30 日

～平成 23 年 6月 30 日） ～平成 25 年 11 月 30 日）

常時雇用する労働者以外の者を派遣していた。

※派遣労働者違反延べ 1,132 人

請負と称した労働者派遣違反延べ 3,464 人

合計違反延べ 4,596 人

（一般労働者派遣事業）

雇入 派遣終了 次の派遣開始 派遣終了

派遣開始

＜派 遣＞ ＜派 遣＞

派遣のない期間は賃金の支払いがないため

雇用が不安定

（特定労働者派遣事業）

雇入 派遣終了 次の派遣開始 派遣終了

派遣開始

＜派 遣＞ 派遣元で就業または休業 ＜派 遣＞ 派遣元で就業または休業

賃金又は休業手当の支払いがあるため

雇用が安定している

1 年以上の雇用又は雇用見込み（賃金の支払い）



（参 考）

○労働者派遣事業の種類

一般労働者派遣事業とは、特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば

登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を

行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

特定労働者派遣事業とは、常時雇用される労働者だけを労働者派遣の対象として行う労

働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなけ

ればなりません。

○労働者派遣法（抄）

（用語の定義）

第 2 条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

四 一般労働者派遣事業 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいう。

五 特定労働者派遣事業 その事業の派遣労働者（業として行われる労働者派遣の

対象となるものに限る。）が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業をい

う。

（一般労働者派遣事業の許可）

第 5 条 一般労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければ

ならない。

（特定労働者派遣事業の届出）

第 16 条 特定労働者派遣事業を行おうとする者は、第 5 条第 2 項各号に掲げる事項を記

載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、同項

第 3号中「一般労働者派遣事業」とあるのは、「特定労働者派遣事業」とする。

（変更の届出）

第 19 条 特定派遣元事業主は、第 16 条第 1 項の届出書に記載すべき事項に変更があ

ったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合

において、当該変更に係る事項が特定労働者派遣事業を行う事業所の新設に係る

ものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書

類を添付しなければならない。

（事業廃止命令等）

第 21 条

２ 厚生労働大臣は、特定派遣元事業主がこの法律若しくは職業安定法の規定又は

これらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、期間を定めて当該特定

労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

（契約の内容等）

第 26 条 労働者派遣契約（当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する

契約をいう。以下同じ。）の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労

働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に



応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。

（各号の記載省略）

４ 派遣元事業主は、第 1 項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たって

は、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、第 5 条第 1 項のく丘を受け、又は第 16

条第 1項の規定により届出書を提出している旨を明示しなければならない。

５ 第 40 条の 2 第 1 項各号に掲げる業務以外の業務について派遣元事業主から

たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、第 1

項の規定により当該労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、当該派遣元

事業主に対し、当該労働者派遣の役務の提供が開始される日以後当該業務につ

いて同条第 1項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。

６ 派遣元事業主は、第 40 条の 2 第 1 項各号に掲げる業務以外の業務について

新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から

前項の規定による通知がないときは、当該者との間で、当該業務に係る労働者派

遣契約を締結してはならない。

（適正な派遣就業の確保）

第 31 条 派遣元事業主は、派遣先がその指揮命令の下に派遣労働者に労働させるに当

たって当該派遣就業に関しこの法律又は第 4 節の規定により適用される法律の規

定に違反することがないようにその他当該派遣就業が適正に行われるように、必要

な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない。

（派遣労働者であることの明示等）

第 32 条 派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらか

じめ、当該労働者にその旨（紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れようと

する場合にあっては、その旨を含む。）を明示しなければならない。

２ 派遣元事業主は、その雇用する労働者であって、派遣労働者として雇い入れた

労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当

該労働者にその旨（新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあっては、そ

の旨を含む。）を明示し、その同意を得なければならない。

（就業条件等の明示）

第 34 条 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派

遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項

を明示しなければならない。

（各号の記載省略）

２ 派遣元事業主は、派遣先から第 40 条の 2 第 5 項の規定による通知を受けたと

きは、遅滞なく、当該通知に係る業務に従事する派遣労働者に対し、厚生労働省令

で定めるところにより、当該業務について派遣先が同条第 1 項の規定に抵触するこ

ととなる最初の日を明示しなければならない。

（労働者派遣に関する料金の額の明示）

第 34 条の 2 派遣元事業主は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める労働者に

対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に係る労働者派遣に関する

料金の額として厚生労働省令で定める額を明示しなければならない。

（各号の記載省略）



（派遣先への通知）

第 35 条 派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところによ

り、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。

（各号の記載省略）

（労働者派遣の期間）

第 35 条の 2 派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提

供を受けたならば第 40 条の 2 第 1 項の規定に抵触することとなる場合には、当該

抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行ってはならない。

２ 派遣元事業主は、前項の当該抵触することとなる最初の日の 1 月前の日から当

該抵触することとなる最初の日の前日までの間に、厚生労働省令で定める方法に

より、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行わない旨を当

該派遣先及び当該労働者派遣に係る派遣労働者に通知しなければならない。

（日雇労働者についての労働者派遣の禁止）

第 35 条の 3 派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知

識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者（日々又

は 30 日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。）を

従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認

められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用の

機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必

要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用す

る日雇労働者について労働者派遣を行ってはならない。

（派遣元管理台帳）

第 37 条 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣

元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなけ

ればならない。

（各号の記載省略）

２ 派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を３年間保存しなければならない。

（改善命令等）

第 49 条 厚生労働大臣は、派遣元事業主が当該労働者派遣事業に関しこの法律（第

23 条第 3 項及び第 23 条の 2 の規定を除く。）その他労働に関する法律の規定（こ

れらの規定に基づく命令の規定を含む。）に違反した場合において、適正な派遣就

業を確保するため必要があると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、派遣労働

者に係る雇用管理の方法の改善その他当該労働者派遣事業の運営を改善するた

めに必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

（報告命令）

第 50 条 厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働

省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働

者派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告させることができる。



（権限の委任）

第 56 条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところによ

り、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

○労働者派遣法施行規則

（権限の委任）

第 55 条 次に掲げる厚生労働大臣の権限は、労働者派遣事業を行う者の主たる事務所

及び当該事業を行う事業所の所在地並びに労働者派遣の役務の提供を受ける者

の事業所その他派遣就業の場所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任す

る。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

二 法第 21 条第 2項の規定による命令

四 法第 49 条第 1項の規定による命令


